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１．職業紹介事業報告書の提出について

２．職業紹介事業報告書の作成について

３．職業紹介の実績がない場合の報告について

４．令和６年４月１日施行改正職業安定法

施行規則について
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本日の説明内容



１．職業紹介事業報告書の提出について
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職業紹介事業報告書
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有料（無料）職業紹介事業を行う事業主は、毎年度、職業紹介事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成して、

事業主管轄労働局に提出する必要があります。

職業紹介事業報告書様式（兵庫労働局ＨＰ）
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/syokai_yoshiki_downloa
d.html

令和６年４月1日（月）から令和６年４月30日（火）までです。

提出期間

報告対象期間は、

令和５年４月1日から令和６年３月31日までです。

報告対象期間

兵庫労働局への提出は、許可番号が
「28ー」で始まる事業者です。



提出書類について
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必ず提出するもの

職業紹介事業報告書は事業所ごとに作成して、

正本1部・コピー2部の合計３部を必ず提出してください。

職業紹介事業報告書（様式第８号）は、第1面と第２面ですが、

大きく分けて以下のような構成となっています。

◎許可番号、事業所の名称および活動状況（第1面）

◎収入状況や返戻金制度の有無等（第2面）

職業紹介事業報告書（様式第８号）



提出先について
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郵送または持参により提出してください。

◎報告書の控えを返送しますので、必ず必要分の切手を貼付し、返送先を書いた返信用封筒を同封して提出し

てください。また提出にあたっては、できる限り簡易書留やレターパックプラスなどの、対面で届き、かつ受

領の際に受領印（署名）を行う方式でお願いします。

郵送の場合

持参の場合

〒650-0044

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階

兵庫労働局 職業安定部 需給調整事業課 あて

　　　上記所在地の窓口にて、平日８時30分から17時15分までの間に提出してください。
　　　なお、提出期限の4月末頃は、窓口が大変混み合います。
　　　時間に余裕を持って提出してください。



２．職業紹介事業報告書の作成について
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第1面【１許可番号、２事業所の名称及び所在地、３紹介予定派遣の有無】
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第1面【４活動状況（国内）】
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3 紹介予定派遣 実績の有無 有

4 活動状況（国内）

取扱
r1

2 人 人 人日 480 人日 2 人 60 件 件 件 人日 450 人日

15 人 30 人 1800 人日 人日 10 人 50 件 12 件 6 件 640 人日 人日

20 人 25 人 人日 人日 15 人 85 件 15 件 12 件 人日 人日

10 人 20 人 人日 人日 15 人 30 件 5 件 5 件 人日 人日

(1) 人 (1) 人 人日 人日 (2) 人 (2) 件 (1) 件 (1) 件 人日 人日

人 人 人日 人日 人 件 件 件 人日 人日

人 人 人日 人日 人 件 件 件 人日 人日

人 人 人日 人日 人 件 件 件 人日 人日

人 人 人日 人日 人 件 件 件 人日 人日

人 人 人日 人日 人 件 件 件 人日 人日

r2 47 人 75 人 1800 人日 480 人日 42 人 225 件 32 件 23 件 640 人日 450 人日

取扱
r3

人 人

2 人 0 人

2 人 0 人

0 人 0 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

r4 4 人 0 人

002 家政婦（夫）

計

008 医師
009 看護師
26 会計事務の職業

(紹介予定派遣)

④　　離　　職
無期雇用

（6ヶ月以内／解雇除く）

業務等の区分 離　職 不　明

計

項目

038 会計事務の職業

(紹介予定派遣)

日　　雇

就職延数常　用
求人数

臨時求 日雇求
業務等の区分 人延数 人延数 無期雇用 それ以外

有　効
求人数

求　人　数
有効求
職者数

新規求職
申込件数

常　　用

就職件数 臨　　時

就職延数

a 家政婦（夫）
g 医師
023 看護師、准看護師

項目 ①　　　求　　　　人 ②　　求　　職 ③　　　就　　　　職

期間中の新規求職申込件数。

同一者からの複数回申込みはそれぞれ計上する。

希望業務が２以上あった求職者は、本人の希望

順位が高いもののみ計上する。

延数＝人数×雇用期間の日数（稼働日数ではない）

例：雇用期間が８/１～９/３０で募集人数が２人の求人の場

合は、６１日×２人＝１２４人日です。

④の『離職』の対象者は、前々年の４月１日から前年の３

月末日までに無期雇用で就職した者。

下記のいずれも満たす者の数を記入してください。

・ 報告対象年度の前年度に、期間の定めのない雇用に

より就職した者

・ 就職後６か月以内に離職した者（解雇された者を除く）

改

定

前
平

成
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第１面および第２面（共通の注意点）
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「取扱業務等の区分について」（第１面、第２面共通）

「取扱業務等の区分」については、厚生労働省職業分類表における中分類（001～099）表記
です。

ただし、「a家政婦（夫）」「bマネキン」「c調理師」「d芸能家」「e配ぜん人」「fモデル」「g医師」
「h保育士」「i特定技能の在留資格にかかる職業紹介」については、厚生労働省職業分類表におけ
る中分類と分離して集計（外数で）してください。
例えば中分類「021」では「歯科医師、獣医師、薬剤師」のみの実績を計上します。

「常用」「臨時」「日雇」の区分について」（第１面、第２面共通）

「常用」・・・４か月以上の期間を定めて雇用される者または期間の定めなく雇用される者
「臨時」・・・１か月以上４か月未満の期間を定めて雇用される者
「日雇」・・・１か月未満の期間を定めて雇用される者



第１面【５活動状況（国外）（相手国別・総計）】
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5 活動状況（国外）（相手国別・総計）

取扱
r5

30 人 75 人 80 人 130 件 5 件 65 件

5 人 5 人 2 人 3 件 1 件 1 件

人 人 人 件 件 件

人 人 人 件 件 件

人 人 人 件 件 件

r6 35 人 80 人 82 人 133 件 6 件 66 件

取扱

3 人 人

1 人 人

人 人

人 人

人 人

4 人 0 人計

08 製造技術者 ベトナム VNM

⑧　離　職

無期雇用

（6ヶ月以内／解雇除く）

業務等の区分 離　職 不　明

011 特定技能 ベトナム VNM

計

項目

相手国

i　特定技能 ベトナム VNM
007 製造技術者 ベトナム VNM

⑤　求　人 ⑥　　求　　職 ⑦　就　職

有　効

求人数
求人数

有効求

職者数

新規求職

申込件数

無期雇用

就職件数

それ以外の

就職件数

項目

相手国

業務等の区分

⑧の『離職』の対象者は、前々年の４月１日から前年の３月

末日までに無期雇用で就職した者。

下記のいずれも満たす者の数を記入してください。

・ 報告対象年度の前年度に、期間の定めのない雇用に

より就職した者

・ 就職後６か月以内に離職した者（解雇された者を除く）
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第２面【６収入状況（国内・国外）】
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第２面【７職業紹介の業務に従事する者の数、８返戻金制度、９従業員教育】
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全業務平均は、それぞれの項目の、縦列（01～99）の金額の単純平均額とすること。

それぞれの項目において、
【計算式】 消費税額を含んだ派遣料金の総額 ÷ 派遣労働者の総労働時間 × ８時間

それぞれの項目において、
【計算式】 派遣労働者の賃金の総額 ÷ 派遣労働者の総労働時間 × ８時間



３．職業紹介の実績がない場合の報告について
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職業紹介の実績がない場合の報告について
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４．令和６年４月１日施行 改正職業安定法

施行規則について
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追加される明示事項
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明示事項の記載例 手数料表などの情報提供
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